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普通預金口座から破産会社との合意に基づき別段口座に振り替えられた預金債権を
受働債権とする相殺につき破産法 71条 1項 2号該当性を否定した事例

事実の概要

　破産会社Ａは、建築工事および土木工事の請負
業者であり、Ｙ銀行（被告・被控訴人）はＡ社と
の間で平成 28 年より銀行取引を行っていた。平
時には、Ａ社は、Ｙ銀行から住宅ローンの融資を
受けた顧客からＡ社名義の口座（本件普通預金口
座）への振込入金により請負代金の支払を受け、
その入金額をもってＹ銀行からＡ社に対する運転
資金の融資への弁済原資としていた。
　Ｙ銀行は、平成 30 年 1 月 31 日、Ａ社に対し、
弁済期を同年 6月 29 日として 1億 5000 万円の
手形貸付をした（本件貸金債権）。その後同年 10
月ごろ、Ａ社は再建計画を策定することとなり、
Ｙ銀行に借入金の返済猶予を要請したところ、Ｙ
銀行は、本件普通預金口座への振込入金が行われ
た際に同入金額を別段預金（本件別段預金）に振
り替えることで融資残高を維持する、という取扱
いにつきＡ社とＹ銀行の間で合意をしたうえで
（本件合意）、上記要請に応じることとした。
　平成 30 年 10 月 26 日から同年 12 月 7 日まで
の間にＡ社の顧客から請負代金の弁済金が本件普
通預金口座に振込入金され、Ｙ銀行は、これらの
振込入金から計 9082 万 1979 円を本件別段預金
に振り替えるとともに（本件振替行為）、そのうち
さらに 4898 万円を定期預金口座（本件定期預金
口座）に振り替えた。
　その後、Ｙ銀行は、平成 30 年 12 月 14 日には
Ａ社の再建計画策定の動きが頓挫したことを認識
し、平成 31 年 1 月 9 日、Ａ社に対し、平成 30
年 12 月 19 日をもって本件貸金債権の内金であ

る元利金 9082 万 2536 円を自働債権、本件普通
預金口座に係る普通預金元金（本件別段預金の残
高と同額である 4184 万 1979 円）ならびに本件定
期預金口座に係る定期預金元金 4898 万円および
その利息 557 円の合計 9082 万 2536 円の各預金
債権を受働債権として対等額で相殺するとの意思
表示をした（本件相殺）。
　Ａ社は令和元年 7月 26 日の破産手続開始決定
を受け、Ｘ（原告・控訴人）が破産管財人に選任
された。Ｘは、Ｙ銀行に対し、預金払戻請求権に
基づきＡ社の別段預金残高 4184 万 1979 円と定
期預金残高 4898 万円の合計 9082 万 1979 円お
よび遅延損害金の支払を求め訴えを提起した。Ｙ
銀行は本件相殺を抗弁として主張したところ、Ｘ
は、本件合意は専ら相殺に供する目的で破産者の
財産の処分を内容とする契約にあたり、本件相殺
は破産法 71 条 1 項 2 号に違反し無効であると反
論した。
　原判決は、本件相殺は破産法 71 条 1 項 2 号に
該当するとはいえないとしてＸの請求を棄却し
た。Ｘが控訴したところ、本判決は原判決を引用・
補正したうえで控訴を棄却した（以下の判旨につ
いても原判決より引用）。

判決の要旨

　１　「被告による本件振替行為は、本件普通預
金口座に係る預金の一部を、本件別段預金という
取引条件等が異なる預金として取り扱うこととす
るものであるところ、……本件振替行為は被告と
破産会社との間でされた本件合意に基づくもので
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あったと認めるのが相当である。
　そして、本件合意に基づき行われた本件振替行
為は、……取引条件等を変更することにより、本
件普通預金口座に係る預金の拘束性を高めるもの
といえる。
　そうすると、本件合意は、取引条件等の変更に
関する財産処分契約に当たると解する余地のある
ものといえる。」
　２　「しかしながら、……本件普通預金口座に
は、平成 30 年 10 月 26 日から同年 12 月 7 日ま
での間に、平時における取引と同様に、顧客から
の請負代金の支払としての振込入金があり、同振
込入金が、本件普通預金債務の負担原因となって
いるものである。
　そうすると、本件合意は、上記のとおり被告が
負担した本件普通預金債務について、その取引条
件等を変更して預金の拘束性を高めるものではあ
るが、このことをもって、顧客からの請負代金の
支払としての本件普通預金口座への振込入金とい
う債務の負担原因についてまで変更されたものと
解することは困難といわざるを得ない。
　したがって、本件合意が財産処分契約に該当す
ると解したとしても、本件別段預金は、顧客から
の振込入金によって被告が負担した本件普通預金
債務の取引条件等が変更されたものにすぎないか
ら、本件合意により債務を負担した場合には当た
らないというべきである。」
　３　「なお、Ｙは、本件普通預金口座に振込入
金された各金銭の全部又は一部を、当該各振込入
金の直後に本件別段預金へと振り替えているとこ
ろ、本件貸金債権の弁済期は同年 6月 29 日であ
るから、本件貸金債権と本件普通預金債務に係る
債権とは上記の各振込入金がされた各時点で既に
相殺適状にあり、被告には相殺に対する期待が生
じていたのであって、実際にも、被告が同各時点
で相殺することが可能であったものである……」。
　４　「以上によれば、本件相殺は、その余の点
について判断するまでもなく、破産法 71 条 1 項
2号に違反するとはいえないから、有効である」。

判例の解説

　一　本判決の意義
　本件は、破産会社との合意により普通預金から
別段口座に振り替えられた預金を受働債権とする

相殺について、かかる振替合意によっては新たに
債務を負担したものではないとして、破産法 71
条 1項 2号（以下、単に「本号」とのみ記載）によ
る相殺制限は適用されないと判断された事案であ
る。
　相殺の担保的機能は破産手続においても相殺
権として保護される（破産法 67 条 1項）。他方で、
債務者が危機時機に陥った後に債権者が債務者に
対し債務を負担する場合、危機時機後の担保取得
であり、また債権者の債権の実価が下落している
が故に、破産法では、かかる債権者側の債務を受
働債権として相殺をすることは債権者平等原則に
反するとして制限される。この危機時機について、
旧法では支払停止時ないし破産手続開始申立時と
していたが、実際には支払停止以前に経済的に破
綻している場合がほとんどであるため、平成 16
年破産法改正により本号が定められ、偏頗行為否
認と平仄を合わせる形で（同法 162 条 1項）、支払
不能後に負担した債務を受働債権とする相殺につ
いても制限の対象となった。
　もっとも、支払不能は債務者の経済状態を対象
とするため、支払停止と比べ第三者がその事実を
把握することは困難を伴う場合も多く、支払不能
後に負担した債務を受働債権とする相殺を一律に
禁止する場合、信用供与に萎縮的効果が生じると
の指摘が立法時に金融実務よりされていた１）。そ
こで本号（本件で関係する前半部分のみ述べる）は、
以下の要件①以下をすべて満たす場合のみ相殺が
制限されるとして、支払停止後等の債務負担と比
べ相殺制限が課される場面を限定している。
　すなわち、①債権者が破産者に対し債務を負担
したこと、② ①の債務負担が支払不能後にされ
たこと、③破産者の財産を処分する内容の契約（財
産処分契約）を破産者と締結することで①の債務
を負担したこと、④ ③の契約が専ら破産債権と
の相殺に供する目的（専相殺目的）で締結された
こと、⑤債権者は③の契約締結の当時、破産者が
支払不能であったことを知っていたことである。
　各種要件についての解釈は個別の裁判例に委ね
られており、従来の裁判例および学説は主に要件
④該当性につき展開されていたところ２）、本判決
は上記要件のうち特に要件①債務負担および③財
産処分契約に関する新たな判断が加えられたとい
う意義を有する。
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　二　財産処分契約
　１　第三者による振込み
　前掲一の要件③財産処分契約が何を指すかにつ
いては、本判決および原判決を除けば、従来裁判
例では争われてこなかった論点である。一方学説
では、まず、債務者がその有する財産を債権者に
対して売却する場合や、債務者が債権者である銀
行の口座に振込入金する場合が財産処分契約に該
当するとの見解が支配的である３）。
　これに対して、第三者が破産者の預金口座に振
込みを行う場合が財産処分契約に含まれるかにつ
いては争いがある。かかる場合には破産者の行為
がなく、したがって財産処分契約には該当しない
とする見解が一般的とされる４）。その一方で、破
産者が通例の金融機関ではない別の金融機関への
振込みを取引先に依頼した場合には「処分」と同
視できる５）、ないし、振込入金と破産者がいった
ん金銭を受領したうえで預金する場合とでは相殺
の可否を区別する合理的理由がない６）という理
由から、第三者による振込みであっても財産処分
契約に該当すると主張する見解も主張されてい
る。
　さらに近時は、判例（最判平 8・4・26 民集 50
巻 5 号 1267 頁および最決平 28・12・19 民集 70 巻
8号 2121 頁）は第三者の振込みのつど預金者と金
融機関との間で個別の口座入金契約が締結される
と解しているとの前提に基づき、第三者による振
込みは破産者に帰属すべき振込金額相当の金銭が
金融機関に与えられるとともに、金融機関は破産
者に対して預金債務を負担することを根拠とし
て、口座入金契約も財産処分契約にあたるとする
見解もみられる７）。
　２　振替合意および預金凍結
　次に、債権者である銀行が、本件のように普通
預金から別段預金ないし定期預金に変更する場
合、また類似の状況として債務者の預金を拘束す
る（出金拒否）場合も財産処分契約に該当すると
の見解も有力である。この有力説はまず、「財産
処分契約」の意義を、破産法 161 条 1 項の定め
る「財産を処分する行為」の解釈を参照しつつ、
本来であれば破産債権者全体の満足にあてられる
べき破産者の財産の形態を契約により変更し、特
定の破産債権者による相殺権行使を通じて独占的
満足を与える行為であるとして広く解釈する。そ
のうえで、払戻しに制約のある別段預金等に変更

する行為も、金融機関側の相殺を可能ないし容易
にするものであり、財産処分契約に該当すると論
じる８）。
　この有力説に対しては、別段預金への振替えは
預金の保管場所を変更するにすぎないのであるか
ら債務の負担原因とはならず、財産処分契約とと
らえることは困難であるとの反論がある９）。ただ
しこの見解も、普通預金を定期預金に振り替えた
場合には、普通預金口座と定期預金とは差押対象
として異なることを理由に、異なる解釈の余地を
認める 10）。

　三　本判決の検討
　本件ではＡＹ間での振替合意後、（ⅰ）第三者
である顧客からの普通預金口座への振込み、（ⅱ）
（ⅰ）により成立した普通預金の別段口座への振
替合意という時系列をたどっており、このうち
（ⅰ）の財産処分行為性（要件③）などについて
は問題とされていない。これは、本件Ｘも前掲
二１で述べた通説に従い、第三者からの振込みは
債務者の行為が観念できないとして主張しなかっ
たものと思われる。
　また原判決およびこれを引用する本判決（以下、
本判決）も判旨３の通りＹ銀行の合理的相殺期待
を認めているところ、その理由として、本判決は、
振込み自体はＡの任意整理前から行われていた取
引である以上、（ⅰ）の段階で合理的相殺期待が
生じており 11）、後に（ⅱ）が存在してもいった
ん成立した同期待に影響を与えないと解している
ことがあげられよう。
　次に（ⅱ）につき、本判決は、本件振替合意の
要件③該当性については取引条件等を変更するこ
とにより本件普通預金口座に係る預金の拘束性が
高められることを理由としてこれを肯定する一
方、本件合意は顧客からの振込入金によって被告
が負担した本件普通預金債務の取引条件等を変更
するものにすぎず、本件合意によって新たな債務
を負担するものではないとして要件①を否定し、
結論として本号による相殺制限を否定している。
　本判決が（ⅱ）の合意が預金の拘束性を高める
ことを理由に要件③を肯定したことは、同要件の
解釈をする上で重要な先例となる。前掲二２の有
力説は財産の性質変更による破産財団からの流失
の危殆化の増大に着目しており、本判決もかかる
有力説と軌を一にするものである。今後も、要件
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③の解釈にあたっては、財産の性質変化により当
該財産の財団からの流出可能性が高まるかという
観点の判断が主流となろう。
　もっとも前述の通り、本判決は（ⅱ）の合意に
つき要件①については不充足であると判断してお
り、その理由として、判旨２において「顧客から
の請負代金の支払としての振込入金が……本件普
通預金債務の負担原因となっているものである」
と述べていることから、あくまで（ⅰ）が債務の
負担原因であって、（ⅱ）は独立の債務負担原因
とはならないと解しているためと考えられる。仮
に本件振替合意により別段預金への新たな債務を
負担したという解釈が可能であれば要件①を満た
す余地があり、事実本件Ｘは控訴審において本件
普通預金口座と本件別段預金は別個の債務である
旨の補充主張をしたものの、本判決はこれに応答
しておらず、否定的態度を見て取ることができる。

　四　残された課題
　１　本判決の射程
　前掲三の通り本件では（ⅰ）口座入金契約の要
件③は問題とされなかったものの、口座入金契約
の同要件該当性はこれを肯定する見解が近時は有
力であり（前掲二１）、今後同種の事案において
口座入金契約の本号該当性が主張された場合にど
のような判断となるかが注目される。
　さらに、本件は普通預金口座から別段普通預金
への振替えがされた事案において債権者の新た
な債務負担を否定した事例であるが、前掲注 10）
の通り仮に定期預金に直接振替えが行われた場合
には新たな債務を負担した場合（要件①充足）と
いう余地もあろう。また、本件とは異なり預金拘
束がされた場合、文字通り財産の拘束性を高める
ものとして要件③を満たすとも考えられる。しか
し、破産法 161 条 1 項とパラレルに考えるなら
ば財産の性質変化にあたり債務者の何らかの行為
が要求されるところ、預金拘束の場合には振替合
意と異なり債務者の行為が観念できず、したがっ
て要件③を満たさないとの解釈の余地もありう
る。
　２　任意整理および支払不能の時期
　本判決は、平成 30 年 10 月の任意整理開始か
ら同年 12 月の頓挫までの間Ａ社が支払不能に
陥っていたかについては判断していない。この点、
準則型私的整理進行中は支払不能に該当しないと

の見解もあるが 12）、本件では 2カ月程度で任意
整理計画策定の動きが頓挫しており、計画成立の
見込みは当初から低かったものと見込まれ、この
ような場合にまで任意整理進行中の支払不能該当
性が否定されるのかについては疑問も残る。
　また大阪地判平 22・3・15（判時 2090 号 69頁）は、
「任意整理手続において、再建計画が全債権者の
同意を得て成立した場合には既に生じていた支払
不能が解消されたとする余地があるとしても、こ
れが不成立に終わった場合には支払不能が解消さ
れたとみることは困難であるところ……」と述べ
ており、各債権者の再建計画への同意がなければ
支払不能は解消されないとの見解に立つ 13）。こ
の見解によれば、本件においてもＡ社の再建計画
成立の蓋然性にかかわらず、結果として再建計画
が不成立に終わった以上支払不能が肯定されるこ
ととなる。
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